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新型コロナウイルス感染症拡大防止における感染症対策の徹底について 
 
日頃より新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に向けてご理解・ご協力をいただき誠に

ありがとうございます。 
 さて、埼玉県教育委員会より、「学校における感染症防止対策の更なる徹底について」の
通知がありました。 
つきましては、感染拡大防止のため学校で再度感染防止の徹底を図ってまいりますが、ご

家庭におかれましてもご協力をお願いいたします。 
 

記 
 
１ 基本的な感染症対策の徹底 
（１）学校では 

手洗い、うがい（休み時間ごと）、咳エチケット、マスクの着用（運動以外）、換気
（常時換気、休み時間ごとの換気）、消毒（トイレ、流し、机椅子等）、身体的距離
の確保等の基本的な感染症対策について改めて指導を徹底いたします。 

（２）家庭では 
現在の小中高校生の感染状況を見ますと、家庭内感染からの陽性者発生が大多数で
す。ご家庭でのご指導を徹底していただくようお願いいたします。 

 
２ 登校を控える場合 
（１）児童 

・体調不良（発熱、咳等の風邪の症状、倦怠感がある等）の場合、登校を見合わせ、 
自宅での休養をお願いします。 

   ・その症状が消えても、概ね２日程度引き続き健康観察を行い、登校を見合わせてく
ださい。 

（２）家族 
・同居の家族の健康管理(検温等)にもご協力をお願いします。 
・同居家族に発熱等の平時と違う症状がある場合や医療機関で PCR 検査を受けている
場合、濃厚接触者として認定された場合などには、学校への連絡を必ずお願いしま
す。 

・家族が PCR 検査を受ける対象者となった場合について、その結果が出るまで児童の
登校も控えていただくようお願いいたします。 

 
３ 登校前の健康状態の確認 
 （１）毎日「健康チェック表」に、朝と晩の検温、朝食の有無、健康状態を確認し、用紙 

に記入、押印（サイン不可）して、担任に提出してください。不備がある場合は、
体育的活動には参加できません。 

（２）児童に風邪の症状（のどの痛み、咳が長引く等）や発熱（平熱より高め）が見られ 
る場合には、無理せず、自宅で休養させてください。 

 
４ 家庭内における冬休みの生活・行動の徹底のポイント 
 （１）日常生活 
   ア 十分な睡眠とバランスの良い食事をとり、免疫力を保ちましょう。 
   イ 帰宅時および食事前など、石鹸と流水によるこまめな手洗いを徹底しましょう。 



   ウ 室温低下による健康被害が生じないよう、暖かい服装を心掛け、常時換気と適度
な加湿に努めましょう。 

 （２）外出・買い物 
   ア 毎日の検温などの健康観察を徹底しましょう。なお、発熱等の風邪症状がみられ

る場合は、外出しないようにしましょう。 
   イ 公共交通機関を利用するときは、マスクを着用し、会話を控えましょう。 
 （３）外食・会食 
   ア 食事中の会話は控えましょう。 
   イ 少人数・短時間での実施を心掛けましょう。 
 （４）年末年始の過ごし方 
   ア 家族以外との不要不急の外出等は、当面の間、可能な限り控えましょう。 
   イ 感染症対策が十分にとられていない施設・イベントの利用は避けましょう。 
   ウ 帰省および家族旅行等の際は、混雑する場所や時期を避けましょう。 
 
５ 冬季休業中に感染が分かった場合や PCR検査を受けることが決定した場合 
 （１）１２月２５日(金)までは、学校へ連絡してください。 
 （２）１２月２６日(土)～１月３日(日)の平日は、学校閉庁日となりますので、この期間 

において感染が分かった場合や PCR検査を受けることが決定した場合には、１月４ 
日(月)以降に吉川市教育委員会学校教育課(０４８－９８４－３５６４)へご連絡く 
ださい。 

 
６ その他 
（１）感染者のプライバシーの観点から、感染者等への不要な詮索や SNS等への発信は絶

対に行わないようにお願いします。 
（２）学校関係者から陽性者がでた場合、誤解や偏見に基づく不当な差別、いじめ、誹謗

中傷が起こることのないよう指導を徹底します。ご家庭でもご指導お願いいたします。 
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